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【獲得目標（標準カリキュラム） 】

①各相談支援事業の役割と機能を理解し、相互が連携
することにより地域において効果的な相談支援体制が
構築されることを理解する。

②相談支援において地域資源を把握しネットワークを
構築することの重要性について理解する。

③自立支援協議会の目的、仕組み、機能について理解
する。

本科目の獲得目標



【内容（標準カリキュラム）】

①指定特定相談支援事業、指定一般相談支援事業、地域生活
支援事業による相談支援事業（障害者相談支援事業、基幹相
談支援センター、専門性の高い相談支援事業等）の各役割と
機能、相互の連携並びに地域の相談支援体制を構築すること
の重要性についての講義を行う。

②障害当事者の相談支援専門員が地域の相談支援体制で果た
す役割の重要性を踏まえ、当事者視点について学ぶことと、
その体制づくりを意識できるようになるための講義を行う。
障害当事者等により組織される団体等との連携を図ることの
必要性について理解する。

③相談支援（ケアマネジメント）を実施するに当たって、サ
ービス提供事業者等の地域資源を適切に調整するためには、
それらについての情報を把握しネットワークを構築しておく
ことの重要性について講義を行う。

本科目の内容①



【内容（標準カリキュラム）】

④障害児者とその家族が陥りやすい関係性をライフス
テージごとに理解し、それぞれのステージにおいて必
要となる家族支援とその重要性について理解する。

⑤障害児に関わる教育分野における関係する事業（特
別支援教育コーディネーター、校内委員会等）とそれ
らの事業との連携について理解する。

⑥個別の相談支援活動から見出される課題を地域課題
として共有し、解決に向け官民による協働が行われる
協議会の目的、仕組み、機能について講義を行う。ま
た、各都道府県内における協議会を活用した地域課題
の解決事例について報告等を行う。

本科目の内容②



本日の流れ

１．地域における相談支援体制整備

２. ピアサポートと障害当事者の相談支援専門員

３．ライフステージごとの障害児者と家族

４．地域資源を知る
（地域づくり ネットワークづくり）

５．地域課題の共有と課題解決
（協議会の役割とその活用）



２日間の講義の流れ

科目 項目 時間

1

日
目

オリエンテーション
研修受講ガイダンス

本研修の獲得目標・プログラム概要
人材育成・職業教育・成人学習理論

0.5H

相談支援概論

相談支援の目的 1.5H

相談支援の基本的視点 2.0H

相談援助技術 1.5H

2

日
目

法の理念・現状とサービ
ス提供プロセス

障害福祉の歴史・法の理念・障害福
祉サービスと児童福祉サービス

1.5H

相談支援の基本
相談支援事業・計画相談プロセス・
個別支援計画との連携・虐待防止

1.5H

ケアマネジメント手法と
プロセス

ケアマネジメントとプロセス・基本
的視点・他職種連携とチーム支援

1.5H

家族支援と地域資源の活
用の視点

地域における相談支援体制・地域づ
くり、資源の改善・開発、協議会

1.5H

障害の有無や種別・程
度に関わらず、自分ら
しく希望する場所で暮
らせる

そのための視点
ケアマネジメント

地域を基盤としたＳ
Ｗ

法・制度
相談支援事業

個別支援のプロセス
計画相談
チームアプローチ 家族支援

地域づくり（協議会）



１．地域における相談支援体制整備



それぞれの相談支援事業の役割と機能

個
別
給
付

指
定
相
談
支
援
事
業

市町村相談支援事業

市町村直営
相談支援事業

市町村直営
基幹相談機能
（地域自立支援
協議会）

基幹相談支援センター

委託相談支援事業

１．一般的な相談をしたい場合（基本相談）
２．サービス等利用計画（障害児支援含む）
３．地域相談支援（地域移行・地域定着）
４．他委託内容による事業

市
町
村
に
よ
る
相
談
支
援
事

業

○計画相談支援（個別給付）

※児童は居宅サービス
・サービス利用支援
・継続サービス利用支援
※特定事業所加算を受けている
場合は24時間対応及び困難事

例にも対応する場合あり

○基本相談支援

（障害者・障害児等からの相談）

○地域相談支援（個別給付）
・地域移行支援
（地域生活の準備のための外出
への同行支援・入居支援等）
・地域定着支援
（２４時間の相談支援体制等）

○基本相談支援

（障害者・障害児等からの相
談）

委
託
可

委
託
可

○障害児相談支援（個別給
付）※通所サービス
・障害児支援利用援助
・継続障害児支援利用援助

※ 障害児の入所サービスにつ
いては、児童相談所が専門的
な判断を行うため、障害児支
援利用計画の作成は対象外。

指定特定（事業者指定は市町村長） 指定障害児（事業者指定は市町村長） 指定一般（事業者指定は都道府県
知事・指定都市市長・中核市市長）

○総合的・専門的な相談の実施
○地域の相談支援体制強化の取組
○地域の相談事業者への専門的な指導助言、人材育成
○地域の相談機関との連携強化
○地域移行・地域定着の促進の取組
○権利擁護・虐待の防止

○ 地域

（自立支
援）協議会
の原動力と
なる

都
道
府
県

広
域
専
門
相
談
等

○福祉サービスの利用援助
（情報提供、相談等）

○社会資源を活用するための支援

（各種支援施策に関する助言・指
導）
○社会生活力を高めるための支援
○ピアカウンセリング
○権利擁護のために必要な援助
○専門機関の紹介
等

１

２

３

４



相談支援事業（制度）の概要

１．指定相談支援事業
①指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業（市町村指定）

障害福祉サービス等を申請した障害者（児）について、サービス等利用計画の作成、及
び支給決定後のサービス等利用計画の見直し（モニタリング）を行う、計画相談支援によ
る個別給付による相談支援事業

②指定一般相談支援事業（都道府県・指定都市・中核市の指定）
地域相談支援といわれ、障害者支援施設、精神科病院、救護施設・更生施設、矯正施設

等に入所又は入院している障害者の地域移行支援等の地域移行支援と、居宅で単身等で生
活する障害者であって、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急
時等の支援体制が必要と見込まれる者について、常時の連絡体制を確保し障害の特性に起
因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や緊急対応等の個別給付による相談支援事業

２．障害者相談支援事業（市町村地域生活支援事業の必須事業）
障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、

必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な
援助も行う、いわゆる「一般的な相談支援」の事業。事業者等への委託が可能であり、そ
の割合が９割を超えるため、「委託相談」と呼ばれる。交付税が財源

３．基幹相談支援センター（市町村地域生活支援事業。一部は機能強化事業として補助）
地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務や専門相談、権利擁護・虐待防止・成年

後見制度利用支援事業、地域移行・地域定着とその体制整備、それらをつかさどる地域の
相談支援体制整備として、地域の相談支援専門員への助言・育成・連携強化等に取り組む事
業。交付税が財源だが、一部を機能強化事業として補助。

４．広域専門相談（都道府県地域生活支援事業等様々な事業で展開）
障害特性等に基づく専門的相談（発達・難病・高次脳・視覚・聴覚・就労・触法・刑余

者など）の広域的専門相談



特に専門性の高い相談支援事業

①発達障害者支援センター
運営事業

②高次脳機能障害及びその関
連障害に対する支援普及事業

③障害児等療育支援事業

④障害者就業・生活支援
センター事業
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基幹相談

委託相談
委託相談

委託相談

指定相談

（計画・障害児）

指定相談
（計画・地域）

指定相談
（計画・地域・障害児）

指定相談
（計画）

指定

指定

指定

発達障害者支援Ｃ

高次脳機能障害
支援拠点機関

児童発達支援Ｃ
（療育センター）

就業・生活支援Ｃ

様々な相談支援事業との連携

地域定着支援Ｃ



地域で見られる連携例

⮚退院後の生活について病院ワーカーから相談があり、本人と話
し合いながら指定相談支援事業所につないだ。

⮚児童発達支援事業所に通所している児童の発達や療育について、
保護者と相談し、保育園と事業所をつないで、情報を共有でき
るようにした。

⮚刑務所での刑期を終えることを見据た障害者の今後の生活につ
いて専門官から相談があり、アセスメントを含めた本人の意向
を聞き取るために、地域の基幹相談支援センターの相談員に同
行した。

⮚障害福祉サービスを利用している利用者と、介護保険を利用し
ている高齢の母に、包括的な支援が必要となり、介護保険のケ
アマネージャーとつながった。



２.ピアサポートと障害当事者の
相談支援専門員



ピアサポーターと障害当事者の相談支援専門員

Peer: 同じ立場にある仲間

ピアサポート：同じ立場にある・同じ課題に直
面している仲間としての支えあい

情報の共有（病院や薬、ネットワーク）

仲間としての共感（当事者でないとわからない気持ち）

地域に必要なはたらきかけ（生きやすい街づくりへの参画）



ピアサポートの変遷

• ピアサポートという言葉が用いられるようになったのは、１９０９年 ニューヨーク州
で非行防止を目的として制度化されたことが始まり。• アメリカでは・・・ 1935年 アルコール依存症の会で当事者同士で飲酒もんあぢを解
決したいという相互支援の集まりが誕生した。

• 日本では・・2000年以降「ピア」「当事者」という言葉の普及• 精神科病院の治療モデル「医学モデル」から地域ベースの「生活モデル」ｊへ

• 平成２８（2016）年度から厚生労働科学研究「障害者ピアサポートの専門性を高めるた
めの研修に関する研究」の開始。

• 継続研究で令和元（2019）年度から2年間、「障害者ピアサポートの専門性を高めるた
めの研修に係る講師を担える人材の養成及び普及のための研究」を実施

• 令和2（2020）年度には、厚労科研で開発したプログラムをもとに、「障害者ピアサポ
ーター研修事業」が国の地域生活支援事業（任意事業）として行われるようになった。

• 2021年報酬改定により
「ピアサポート体制加算」が創設
相談支援事業所にピアサポーターが配置されると加算が受けられる



参照：障害者相談支援従事者研修テキスト初任者研修編



愛知県では「愛知県障害者ピアサポート研修」で「基礎研修」（２日
間）「実践研修」（２日間）の全４日間を主にサポートの中心となる者
と２人で受講する。

研修受講修了すると、ピアサポート加算がとれる



参照：豊橋市障害者福祉会館 さくらぴあ ホームページ



３.ライフステージごとの
障害児者と家族



地域ネットワーク 【途切れない相談支援の継続性】
（各ライフステージでの相談支援）

乳幼児期
【0-6歳】

学齢期
【6-18歳】

成人期

【18-40歳】

医療的ケア児の支
援サポート体制

市町村
基幹相談
委託相談
指定相談
他相談支援

特別支援教育との連携

福祉サービス事業所との連携

地域相談支援
権利擁護支援

連携

発達障害への支援
サポート体制

高齢期
【65歳以上】

介護保険
との関係

壮年期【40-65歳】



家族の基本的機能（フリードマン）

1. 経済機能

2. 社会化と地位付与機能

3. 生殖機能

4. ヘルスケア機能

5. 情緒機能



障害児者支援における
家族支援の視点

• 障害のある家族（本人）の受容、対応に困難を抱
えて、家族機能が低下

• 本来のライフステージに沿った機能変化にも影響

• 家族機能を維持する、ライフステージに沿った変
化を促すために家族支援が必要

• 家族会の存在→障害種別毎に組織され、情報共有
や支え合いにより、家族機能を維持する

• 本人が家族のみに依存しない状況を作る（＝家族
のみが抱え込まない）←「依存先の分散」が自立

＊困っているのは誰？

関わり過ぎる親の話＝親自身の困りごと



保健師・医療機関・保育
所・こども園などとの連
携もある。検診で指摘を
うけ、つながることも多
い

保護者支援：検診などで指摘や診断を受け、
孤独になったり、不安を抱えることが多いた
め、心理的支えになることが大事。
相談員との出会い＝信頼関係の構築の時期。

福祉サービス：
児童発達支援や保育所等訪問
との連携
医療：訪問看護

姉弟支援：本人の支援に
家族が時間を割かないと
いけなくなり、姉弟がさ
みしい思いをしているか
もしれないことも包括的
に検討

⇒適切な療育につな
げることが発達支援
の効果を高める

早期発見・早期療育

こどもの主体性
自分で選ぶことや「こう
したい」という気持ちを
大事に

乳幼児期（0-6歳）





教育が主体となる学齢期。特
別支援教育コーディネータ
ー・主に教育関係者と連携す
ることが多い時期

保護者支援：学校との関係や学習や行動につ
いての不安の傾聴。
進路選択時に本人の希望とともに親自身の人
生の選択にも寄り添う。

福祉サービス：
放課後等デイサービス・保育
所等訪問との連携
レスパイト的に日中一時サー
ビスや移動支援・短期入所な
ども利用も検討

放課後の過ごし方：
児童クラブ・習い事・こ
ども食堂など、放課後の
過ごし方は様々
地域でのかかわりも大き
い

⇒こどもの障害特性や
個性を大切に、教育・
家庭・地域でささえる

抱え込まない

こどもの意思決定支援
進路選択はこどもが「ど
うしたいか」を大切に。
生活スキルが伸びる時期

学齢期（6-18歳）



小学校入学から中学校へ

就学への準備

• 家庭・幼稚園・保育園から途切れの
無いサポート作り （サポート・ブ
ックの活用）

• 新しい環境への療育支援が継続され
る情報の整理と新たな支援 者への
情報発信

• 新たな環境（学校・養護学校）との
新たな支援ネットワーク作り

就学相談委員会

準備（進路相談・見学・体験）

特別支援の
体制準備

特別支援
学校

入学準備中学校への進学
（教科担任制の

課題）



特別支援教育コーディネーターの役割
校内委員会について

特別支援教育コーディネーターを校務として明確に位置付けることにより，学校内の
教職員全体の特別支援教育に対する理解のもと学校内の協力体制を構築するとともに，
小・中学校又は盲・聾・養護学校と関係機関との連携協力体制の整備を図る。

【具体的な役割】
●小・中学校の特別支援教育コーディネーター
（1）学校内の関係者や関係機関との連絡・調整
（2）保護者に対する学校の窓口として機能する
ことが期待される。

●盲・聾・養護学校の特別支援教育コーディネーター
【センター的機能】

（1）学校内の関係者や関係機関との連絡・調整
（2）保護者に対する学校の窓口として機能することが期待される。
地域支援の機能
（3）小・中学校等への支援が加わることを踏まえ
（4）地域内の特別支援教育の核として関係機関とのより密接な連絡調整

【特別支援教育コーディネーターが配置されている学校等】
幼保連携型認定こども園・幼稚園・小学校・中学校・高等学校（特別支援学校含む）



参考資料

参照：（こども家庭庁こども家庭センターについて 令和6年度度保健師中央会議行政説明資料16



進学や就労、就労でも一般就
労や福祉的就労・福祉サービ
スなど進路の選択肢は多い。
暮らし（生活）も変わること
もある

保護者支援：受験や、選択した進路が良いか、
本人はこれを目指しているが、親としてはこち
らの方がといった本人と親とのギャップに対す
るアドバイスを求められることも。

福祉サービス：就労継続A型B
型・就労移行支援・生活介護・
就労定着支援・療養介護
移動支援・居宅介護・
日中一時支援・
共同生活援助・生活訓練など多
岐にわたる

⇒放課後等デイなどから大人
のサービスへ切り替えの時期
切れ目なく、引継ぎができる
ように支援していく

児童から大人のサービスへ

本人の意思決定支援
進路選択時「どうしてい
きたいか」をしっかりと
聞き取る。

成人期（18-40歳）

経済的な自立に向けた、
障害年金の申請などの
相談も持ち掛けられる
ことも。
場合によっては、日常
生活自立支援事業や成
年後見制度の活用も視
野に



生活や・健康・経済的なこと
の安定や安心した暮らしが長
期で継続できるような支援の
検討

保護者支援：親の体調不良やだんだんと親が高
齢になり、介護も必要になってくることも。わ
が子が今後自分がいなくなったときにどんな暮
らしができるかの見通しがあると安心する

福祉サービス：就労継続A型B
型・就労移行支援・生活介護・
就労定着支援・療養介護
移動支援・居宅介護・
日中一時支援・
共同生活援助・生活訓練など多
岐にわたる

⇒余暇支援などが乏しく、う
まく金銭がつかえていないこ
とも。どんな暮らしがしたい
か再アセスメントする

安心した暮らしの継続

本人の主体性
「これからやってみたい
こと」「今後の暮らし」
など本人の希望をきく

壮年期（40-65歳）

親との生活を切り分け
て考えることも出てく
る。
「親亡きあと」を見据
えた支援も検討



介護保険への移行を検討して
いく時期
介護保険とサービスを併用す
ることも多く隙間をうめる支
援を。

保護者支援：家族が介護が必要となり、本人の
暮らしへの不安についての支援
家族が死去した際の相続などについての支援

福祉サービス：障害福祉サービ
ス全般
介護保険サービス
福祉サービス以外にも、体調変
化などで、訪問看護やかかりつ
け医師などの往診も検討

⇒介護保険サービスへ移行す
る方もいる。
切れ目のない引継ぎや、本人
が安心できる引継ぎを。

障害福祉サービスから介護保険へ

本人の意思決定支援
健康や暮らしへの想いや
不安など「今後のくら
し」について考える

高齢期（65歳～）

障害と認知症と見分け
がつかないことも多く、
支援に悩むこともある。
介護保険の支援者とも
相談することも必要



地域ネットワーク 【途切れない相談支援の継続性】
（各ライフステージでの相談支援）

乳幼児期
【0-6歳】

学齢期
【6-18歳】

成人期

【18-40歳】

医療的ケア児の支
援サポート体制

市町村
基幹相談
委託相談
指定相談
他相談支援

特別支援教育との連携

福祉サービス事業所との連携

地域相談支援
権利擁護支援

連携

発達障害への支援
サポート体制

高齢期
【65歳以上】

介護保険
との関係

壮年期【40-65歳】



４．地域資源を知る
（地域づくり ネットワークづくり）



地域資源を知る

居宅

介護な
ど

生活

介護

就労

支援
地域生
活支援

宿泊サ
ービス

移送

財産
管理

緊急
時支
援

外出
支援

銀行

バス

企業

レストラ
ン

映画館

病
院

商店街

当事者
グループ・団体



地域を知る

（把握）

支援関係者
と出会う

（アクセ
ス）

知り合いに
なる

（ネットワ
ークへの参
加）

支援のマッ
チング又は
開発支援が
見える

その地域の
様々な相談支
援関係者と出
会う

その地域のイ
ンフォーマル
な関係者と出
会う

地域活動・特性
民間企業
公共交通

ボランティア団
体
自治会

民生児童員等

行政・福祉事業
社会福祉協議会
教育機関

子育て支援・医療
高齢者支援
隣接地域事情

キーパー
ソンの紹
介と訪問

支援調整

見守り依
頼

資源調整
開発へ

地域資源の把握・アクセスとネットワークへの参画

演習時課題

「社会資源調査
票」



ジェネラリスト・ソーシャルワーカーとは・・

⇒1990年以降に下記の３つの技術等を一体的かつ体系的に
構造化される。

自立支援協議
会の理解と密
接なつながり

集団を対象 （メゾ）
• グループワーク

個人を対象（ミクロ）
• ケースワーク

地域を対象（マクロ）
• コミュニティワーク



個別ケースでの実践

Aさん 男性 55歳 療育A判定

大きな公営住宅に高齢の母と二人で住んでいたが、母が急になくなって
しまい、一人で生活（ADLは自立）はできるが、食事作れず、困ってい
た。

もともと居宅介護の家事援助で食事作りの支援をうけていたが、ヘル
パー不足により毎日の介入が難しいといわれた。

Aさんは、これからもこの住宅で、住み慣れた環境でこのまま暮らして
いきたいという希望。

けれど、毎日の食事をどうしていったらよいのか・・・



個別ケースでの実践

そこで、自立支援協議会の事例検討にヘルパー不足による、食事提供が
できないことについてのAさんの課題をあげた。
Ａさんは毎日近所の方が集う、喫茶店にモーニングを食べに行ってい
た。普段からＡさんの様子を気にかけてもらうなど、日ごろからお世話
になっていた。

課題をあげた際の参加者のアイデアで、喫茶店で夕飯なども頼めないか
との提案を受けた。 そのアイデアに基づいて、喫茶店へＡさんと一緒
に行かせてもらい事情を説明すると、喫茶店の店主も、母子で生活して
いたＡさんの今後の生活を心配してくださっていて、昼食・夕食を弁当
で持ち帰れるようにしてくれることを提案してくれた。
Ａさんの食事の心配がなくなるとともに、地域全体でＡさんを見守って
いただける体制も作ることができた。

地域資源を知る
＝出会う

支援を福祉の中だけで考えて
（連携）していませんか？
生活者として地域に視点を広
げることで、資源としてはあっ
たけど活用されていないことに
気づけるかもしれません



個別ケースでの実践 「残された課題」

「残された課題」は、ヘルパー不足問題なでのは・・・

この残された課題を自立支援協議会にあげることにより、どう政策立案
につなげ、課題の解決を実現するかということがミクロ、メゾ、マクロ
それぞれのレベルで個別支援のプランニングと地域マネジメントのプラ
ンニングが常に往復するというモデル作りになっていきます。

ヘルパーの資格のない方に手伝
ってもらっては？との意見もあった
が、確かに地域の課題ではあるが、
実際に実現するのは難しい。



５．地域課題の共有と課題解決
（協議会の役割とその活用）



ケアマネプロセスと自立支援協議会
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インテーク

アセスメント

計画作成

モニタリング

サービス利用

終 結

☆残された課題の解決のためには、社会資源の
改善・開発が必要
☆そのための地域への働きかけが必要

自立支援協議会の活用

評 価



（自立支援）協議会とは









市町村（自立支援）協議会の機能

内容

情報
・潜在化しているニーズを顕在化させる
・ネットワークの可視化
⇒どの機関がどの役割を担うのか明らかにし、お互いの機能を知る

調整
・分野を越えたネットワークの構築
・緊急に対応すべき課題と中長期的に取り組む課題を整理

社会資源
・地域課題を集積し、課題の解決に向けて検討（専門部会）や地域に向けての提案等（全
体会）をしていくことで、社会資源の開発や改善を行う

人材確保
・育成

・地域課題に基づいた研修の実施や、協議会の活動プロセスそのものが教育機能を持っ
ている

権利擁護
・障害者の権利侵害を顕在化していくための取り組み
⇒本人のニーズを実現するための取り組みがなされているか？
⇒虐待や差別を解消するための取り組みがなされているか？

評価
・個々の相談から見えてくる利用者の実態、サービスの現状から今後どのようにサービス
の量と質を向上させるのか、地域の資源や制度の実態を知り、有効性と問題を把握する
・相談支援の運営評価

参照：（自立支援）協議会の設置・運営ガイドライン

協議会というと、どうしても新たな社会資源
を作るという大きな活動に着目しがちだが、
実際には、個別のケースを通して、これま
でとは違う機関の視点が入ることで、新た
な機関の発見ができたり、ネットワークの
構築につながったり、取り組み自体が人材
育成につながっていくことも大きな役割で
あることを認識することが大切です。
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各会議の標準的なシステムとポイント
（自立支援）協議会はプロセス（個別課題の普遍化）
機能する協議会のイメージ

全体会 年２～３回

定例会 毎月開催

運営会議（事務局会議） 毎月開催・
随時

専門部会
随

時開催

専門部会
随

時開催

専門部会
随

時開催

専門部会
随

時開催

ニーズ・課題
・個別ケース等

一般的な協議会のイメー
ジ

個別の
支援会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

Aさん Bさん Cさん Dさ
ん

＊全体会において地域全体で確認

ポイント
５

＊課題別に具体的議論を深める。社会資源の
改善・開発を全体会に提案

ポイント
４

＊定例会で地域の情報を共有し、具体的に協
議する場（参加者は現場レベル）

ポイント
３

＊個別の支援会議で確認した課題の取扱につ
いて運営会議で協議・調整
（交通整理役、協議会のエンジン）

ポイント
２

＊個別支援会議は協議会の命綱

これが開催されないと、協議会の議論が空回
りする場合が多い。

＊本人を中心に関係者が支援する支援を行う
上での課題を確認する場

ポイント
１

出典：自立支援協議会の運営マニュアル （財団法人日本障害者リハビリテーション協会（平成20年3月発行）一部
改変





会議 機能 参加メンバー例

個別の支援会議
（サービス担当者会

議）

地域の障害のある当事者が直面している生活課題
を解決するために実施。当事者の生活課題につい
ての共有、解決策の検討、支援の調整や役割分担
等を行う。

当事者（本人、家族）、相談支援事業者、市

町村担当者、児童相談所、サービス提供事業

者、教育機関、訪問看護事業者、主治医、民

生委員・児童委員 etc

運営会議
協議会を円滑に運営していくための協議を行う。

個別の支援会議から見える地域課題整理、定例会
の議題調整、専門部会の進捗管理等を行う。

事務局（基幹相談支援センター）、市町村担
当者、委託相談支援事業者、部会代表 etc

定例会

相談支援事業者による相談支援活動、専門部会等

で集約された地域の福祉・保健・医療等に関わる

諸課題を、事業所・関係機関で共有する。課題に

ついて意見交換を行い、再び専門部会等での詳細

な協議を支援する。

協議会事務局、市町村担当者、当事者代表、

サービス提供事業者、教育関係機関、医療関

係機関、ハローワーク、市町村社会福祉協議

会、民生・児童委員代表 etc

→主に現場を統括する者

専門部会
（プロジェクト会

議）

地域課題の整理および解決策の検討を定期的な協

議で行ったり、緊急性の高い課題の解決のために

期間を定めて集中的に協議を行う場合もある。

協議メンバーは同事業種でメンバーを組織、

あるいは協議会内外から適当な人材を選出

全体会議

年に１回、地域の障害福祉関係機関、周辺機関に

声を掛けて集まっていただき、自立支援協議会の

活動報告を行う。

協議内容についてコンセンサスを図る。

協議会事務局、市町村担当者、当事者代表、

サービス提供事業者、教育関係機関、医療関

係機関、ハローワーク、市町村社会福祉協議

会、民生・児童委員代表 etc

→主に施設・機関を統括する者 （市民）

（参考）各会議の機能と参加メンバー例



（参考）専門部会（プロジェクト会議）の例

障害別
身体障害者部会、知的障害者部会、
精神障害者部会、発達障害者部会、
障害児部会

課題別
地域移行支援部会、権利擁護部会、
就労支援部会、進路部会

事業種別
居宅介護事業所、日中支援事業所、
就労支援事業所、障害者支援施設、
短期入所部会



• 自己完結に陥らない（ネットワークで取り組む基盤をつくる）

• 他人事にとらえない（地域の課題を的確に把握する）

• 出来ることから進める（成功体験を積み重ねる）

• 取り組みの成果を確認する（相互に評価する）

市町村（自立支援）協議会は地域づくりの中核

市町村（自立支援）協議会は地域が協働する場

地域で障害者を支える
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豊橋市における協議会の取り組み



障害福祉サービス事業所フェア

平成２７年度から開始をして、毎年継続
して実施。
日中活動系の施設がホールに集まって
いるため、網羅できる。

出典：とよはし総合相談支援センター ほっとぴあ



福祉サービス事業所フェアに取り組むきっかけ

学校卒業後の進路を考えないとい
けない。実習先はどこにする？

実習先をどこにするって聞か
れても、自分の子に何があって
いるのか分からないし・・・

そもそも就労だの、生活介護だ
の言われても、良く分からない。
どんな事業所があるの？

きっかけはAさんが実習先をどうやって選んで良いか困っているという話であったが、これはA
さんだけではなく、他の人も困っているのでは？と気づいたから。

まさしくこれが「地域課題」



出典：とよはし総合相談支援センター ほっとぴあ



出典：豊橋市



都道府県（自立支援）協議会
①法的根拠

（障害者総合支援法施行規則）

第六五の一五 法第七十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事業は、
（略）、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための
会議の設置、（略）その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むた
めに必要な事業であって広域的な対応が必要なものとする。

②役割

• 都道府県内の圏域事の相談支援体制の状況を把握・評価し整備方策を助言

• 相談支援従事者の研修のあり方を協議

• 専門的分野における支援方策について情報や知見を共有、普及

• その他（都道府県障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議、権利擁護の
普及に関すること等）

③構成メンバー等

相談支援従事者、専門相談機関、更生相談所、児童相談所、教育委員会、学識
経験者、市町村（協議会）代表、当事者・家族会代表、その他都道府県関係行
政機関 等



愛知県障害者自立支援協議会

• 地域生活移行推進部会

• 人材育成部会

• 医療的ケア児支援部会

＊地域アドバイザー会議

スーパーバイザー

各圏域の地域アドバイザー

58名古屋市総合リハビリテーションセンター小島氏作成



初任者研修の獲得目標

1. ソーシャルワークとしての障害者相談支
援の価値と知識を理解する。

2. 基本相談支援の理論と実際を理解し、障
害者ケアマネジメントのスキルを獲得す
る。

3. 計画相談支援の実施に関する実務を理解
し、一連の業務ができる。

4. 地域づくりとその核となる（自立支援）
協議会の役割と機能を理解する。


